
○重度障害児(者)医療費の助成に関する条例施行規則

平成8年12月27日

規則第25号

改正　平成18年9月26日規則第8号

　平成24年3月28日規則第19号

　平成25年3月29日規則第41号

　平成25年6月28日規則第4号

　平成26年11月5日規則第14号

　平成30年3月26日規則第16号

　令和2年3月31日規則第49号

　令和3年3月31日規則第58号

　令和5年3月31日規則第45号

勝山市重度心身障害児(者)医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年勝山市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条　この規則は、勝山市重度障害児(者)医療費の助成に関する条例(平成8年勝山市条例第19号。以下「条例」

という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条　この規則による用語の意義は、条例の例による。

(判定基準)

第3条　条例第2条第2号に規定する市長が規則に定める基準とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1)　15歳未満の知的障害児であって、別表行動面の監護の項又は保健面の看護の項中介護の程度が1度ないし2

度を1個以上有する者

(2)　15歳以上の知的障害児(者)であって、別表中介護の程度が1度ないし2度を1個以上有する者

(受給者証)

第4条　条例第4条第1項に規定する受給者証の形式は、子ども(満15歳に達する日以後の最初の3月31までの間にあ

る者をいう。)については、勝山市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成8年勝山市規則第24号)第2条

に定める様式とし、子ども以外の者については勝山市重度障害児(者)医療費受給者証(様式第1号。以下これらを

「受給者証」という。)とする。

(受給者証の交付申請等)

第5条　受給者証の交付を受けようとする者は、重度障害児(者)医療費受給者証交付申請書(様式第2号)に次の各号

の一に該当する証明書等を提示し、又は添えて申請しなければならない。

(1)　社会保険各法に定める被保険者証、組合員証又は加入者証

(2)　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(3)　前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める証明書等

(受給者証の再交付)

第6条　助成対象者及びその保護者(以下これらを「助成対象者等」という。)が、受給者証を破損、汚損又は紛失

若しくは滅失したときは、重度障害児(者)医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し再交付を受

けなければならない。

2　前項の申請書には、破損又は汚損した受給者証を添えなければならない。ただし、紛失又は滅失したときは、

この限りでない。

3　助成対象者等が受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還

しなければならない。

(助成の期間)

第7条　条例第6条の規定による助成金の支給の対象となる期間は、条例第4条の規定による申請を行った日(以下

「申請日」という。)の属する月の翌月から受給者証の交付期日後最初の7月31日までとし、8月1日に更新するも

のとする。ただし、転入又は資格変更等の場合は、この限りでない。

2　前項の規定にかかわらず、申請日が月の初日の場合は、申請日の属する月から支給対象とする。

(受給者証の提示)

第8条　助成対象者等は、助成対象者が医療を受けるとき、医療機関に受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第9条　条例第7条の規定による申請は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条により医療

の給付を受けることができる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)にあっては、重度障害児(者)医療費

助成申請書(様式第4号)により、後期高齢者医療被保険者以外の者にあっては、重度障害児(者)医療費助成申請

書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、協力医療機関において医療を受けた場合は、この限

りではない。

(助成の方法)



第10条　市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成対象

者に交付するものとする。ただし、助成対象者が死亡したとき又は市長が必要と認めるときは、その保護者に交

付するものとする。

2　市長は、助成対象者が協力医療機関において医療を受けた場合において、福井県国民健康保険団体連合会又は

社会保険診療報酬支払基金からの報告に基づいて助成の額を決定し、助成対象者又は当該医療機関に交付するも

のとする。ただし、助成対象者が死亡したとき又は市長が必要と認めるときは、その保護者に交付するものとす

る。

3　条例第6条第2項に規定する規則で定めるときは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療

の給付を受けたときとする。

4　助成金の支払は、口座振込とする。

(届出事項等)

第11条　助成対象者等は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、重度障害児(者)医療費受給資格内容変更届(様

式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1)　氏名を変更したとき。

(2)　住所を変更したとき。

(3)　加入医療保険関係に変更があったとき。

(4)　助成対象者の障害の程度に変更があったとき。

(5)　口座振替金融機関関係を変更したとき。

(6)　その他受給資格内容等に変更が生じたとき。

2　届出に当たっては、受給者証を添えなければならない。

(受給者証の返還)

第12条　助成対象者がその資格を喪失したときは、重度障害児(者)医療費受給資格喪失届(様式第7号)を速やかに

市長に提出するとともに、受給者証を返還しなければならない。

2　市長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、助成対象者の認定の取消しその他必要な措置をとるこ

とができる。

(帳簿の整備)

第13条　市長は、次に掲げる帳簿等を作成し整備しておくものとする。

(1)　重度障害児(者)医療費受給者証交付申請書

(2)　受給者証交付簿

(3)　個人別重度障害児(者)医療費助成台帳

(4)　重度障害児(者)医療費助成申請書

(5)　その他必要な帳簿書類等

(その他)

第14条　この規則に定めるもののほか重度障害児(者)医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

1　この規則は、平成9年1月1日から施行する。

2　この規則の施行前に改正前の勝山市重度心身障害児(者)医療費の助成に関する条例施行規則の規定によってな

された受給者証の申請等は、この規則の規定によってなされたものとみなす。

附　則(平成18年9月26日規則第8号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附　則(平成24年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1　この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行前にこの規則による改正前の第9条の規定によりされた申請は、この規則による改正後の同条の

規定によりされた申請とみなす。

附　則(平成25年3月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成25年6月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成26年11月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成30年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1　この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)



2　この規則の施行の日前に、当該保険給付の事由が発生したものに係る医療費の助成については、なお従前の例

による。

附　則(令和2年3月31日規則第49号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附　則(令和3年3月31日規則第58号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附　則(令和5年3月31日規則第45号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

介護の程度

1度
常時全ての面で介護が
必要

2度
常時多くの面で介護が
必要

3度
時々又は一時的にある
いは一部介護が必要

4度
点検、注意又は配慮が
必要

内
容

日常生活面
の介助

基本的生活習慣が形成
されていないため、常
時全ての面で介護が必
要である。それがない
と生命維持も危ぶまれ
る。

基本的生活習慣がほと
んど形成されていない
ため、常時多くの面で
介護が必要である。

基本的習慣の形成が不
十分なため、一部介助
が必要である。

基本的生活習慣の形成
が不十分ではあるが、
点検助言が必要とされ
る程度

行動面の監
護

多動、自他傷、拒食な
どの行動が顕著で常時
付添い監護が必要であ
る。

多動、自閉などの行動
があり、常時監護が必
要である。

行動面での問題に対し
注意したり時々指導し
たりすることが必要で
ある。

行動面での問題に対
し、多少注意する程度

保健面の看
護

身体的健康に厳重な看
護が必要である。生命
維持の危険が常にあ
る。

身体的健康に常に注
意、看護が必要であ
る。発作頻発傾向にあ
る。

発作が時々あり、ある
いは周期的精神変調が
ある等のため、一時的
又は時々看護の必要が
ある。

服薬等に対する配慮程
度



様式第1号(第4条関係)





様式第2号(第5条関係)



様式第3号(第6条関係)



様式第4号(第9条関係)



様式第5号(第9条関係)



様式第6号(第11条関係)



様式第7号(第12条関係)


